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は じ め に 

 

少子高齢化の進行によって生産年齢人口が減少するとともに、今後、次代の社会

を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境を整備するとともに、自らの意

志によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分発揮される

豊かで活力ある社会の実現に国、地方公共団体、企業など、様々な主体が社会を挙

げて取り組んでいく必要があります。 

 

このような状況を背景に、平成１５年「次世代育成支援対策推進法」が制定された

ことを受け、特定事業主としての行動計画の推進が明記された「東久留米市次世代

育成支援特定事業主行動計画」を策定し、平成２７年７月、「次世代育成支援対策推

進法」の期限が令和７年３月３１日まで延長されたことに伴い、特定事業主行動計画

の見直しを行いました。 

さらに平成２８年３月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制

定されたことに基づいて、女性職員の活躍の推進に関する内容を加えた「東久留米

市特定事業主行動計画」の改定を行い、引き続き職員が仕事と家庭生活を両立する

ことができるよう職場全体で支援していくため、子育てしやすい職場環境づくりを進め

るための様々な方策や目標を定めるとともに、職員一人ひとりが次代を担う子どもた

ちの誕生とその健やかな育成の必要性を理解し、助け合っていくという意識を持って

もらうため、職員に求められる役割と、その具体的な取り組みをまとめたところです。 

 

令和２年４月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が改正され、

基本方針の変更、内閣府令及び事業主計画策定指針の改正を受け、今般、特に、長

時間勤務の是正などの働き方改革、性別に関わりない職務の機会付与と適切な評価

に基づく登用及び男性の家庭生活(家事及び育児等)への参加促進等の内容を盛り

込んだ「東久留米市特定事業主行動計画」の見直しを行いました。 

 

 女性職員の活躍とは男性職員の働き方の変化をも伴うものであり、次代の社会を

担う子どもたちを育成する必要性とともに職員の皆さん一人一人がこの計画を自分自

身に関わるものととらえ、また、この行動計画により、誰もが働きやすい、働きたいと

思えるような職場環境になることを願います。 

 

 

 

令和２年 ３月 

 



１．計画期間 

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法は平成３７年までの時限立法であるので、

本計画は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間としています。 

 

２．計画の推進体制 

 （１）行動計画の推進に関する調査・検討、数値目標の達成状況の点検等に係る作業等のた

めに、「東久留米市特定事業主行動計画推進プロジェクト」を必要に応じて設置します。 

 （２）「東久留米市特定事業主行動計画推進プロジェクト」を設置した場合には、総務部職員課

がその庶務を担うものとします。 

 

 

［行動計画の目標］ 

女性職員の活躍の推進、職員の仕事と家庭生活の両立と次世代育成を職場全体で支援

していくために、以下の内容を令和７年３月までの目標とします。 

 

① 男性職員の出産支援休暇及び育児参加休暇の合計取得日数５日以上の取得者割合を 

１００％とすることを目指します。 

②男性職員の育児休業取得率を２５％以上とすることを目指します。 

 (女性職員については、既に 100%取得を達成) 

③ 年次有給休暇取得日数を平均１５日以上とすることを目指します。 

④ 子育てしやすい環境づくりのため、時間外勤務の抑制に努めます。 

⑤ 課長級以上にある職員に占める女性割合を平成３１年度の実績（10.9％）より４％以上

引上げ、１５％以上を目指します。 

 

 

３．具体的な取り組み 

 （１）制度の周知徹底 

    ○子育て支援ハンドブック等による制度の周知 

            職員の母性保護および母性健康管理、職員の仕事と家庭生活の両立を職場全体で

支援していく観点から設けられている、育児休業・特別休暇等の制度、出産費用の給付

等経済的支援措置に関する制度についてまとめた「子育て支援ハンドブック」を男女別に

グループウエアに掲示するなどして、全職員への周知徹底を図ります。 

   ○研修による制度の周知 

       職員の母性保護および母性健康管理、仕事と子育ての両立支援の観点から設けられ

ている育児休業・特別休暇等の制度について周知を図り、復帰後の働き方について学び

職員一人ひとりが能力を発揮できる職場づくりに努めます。 

 



 （２）妊娠中および出産後における配慮 

    妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため、職場全体で母性保護及

び母性健康管理に配慮します。 

    ○妊娠中および出産後の働きやすい職場環境づくり 

           所属長は、育児休業、産前産後休暇を取得する職員に対して、出産、育児に係る制度

について説明するとともに、職場内での事務分担の見直しや職場全体での理解・後押しを

図り、職員が安心して育児休業等を取得できる職場環境づくりに努めます。また、職場復帰

する際は、職場内研修（ＯＪＴ）を実施するなどして、スムーズに復帰できる体制を整えま

す。 

 

（３）職員が希望する妊娠・出産を実現するために 

  ○不妊治療への配慮 

不妊治療を受ける職員は、一定の職務経験を積んだ年齢層であることも多く、貴重な戦

力であると考えます。こうした人材を失うことは大きな損失です。仕事と不妊治療の両立に

ついて、職場での理解を深め、働きやすい環境を整えることは、有能な人材を確保する上

で重要です。 

〇年次有給休暇の活用 

不妊治療は頻繁に通院する必要があるものの、1 回の治療にそれほど時間がかからな

い場合が多く、通院に必要な時間だけ休暇を取ることができることから、引続き年次有給休

暇の時間単位での取得に配慮します。あわせて、治療および療養を病気休暇の対象に追

加した東京都の対応に伴い、都に準じる立場から、検討を進めます。 

 

 （４）男性の育児参加の支援 

    ○男性職員が育児に参加しやすい職場環境づくり 

            所属長は、男性職員が出産前後の配偶者を支援できるよう、特別休暇等の取得の促

進を図るとともに、特別休暇を取得しやすい職場の雰囲気を醸成し、必要に応じて事務

分担を変更するなど、職場環境の整備に努めます。 

○育児時間の拡充 

 平成 30年 1月、育児時間の取得対象に男性職員を加え、期間を現行の生後１年から生

後１年３月に拡充したことから、今後は、取得の促進に努めます。 

○育児参加休暇取得の促進 

 男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、出産に係る子又は上の子の(中学校就

学前)の養育等を行うことで、配偶者の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための

休暇が導入され 4 年が経過した状況に応じ、さらに取得の促進を図ります。 

○男性職員への個別の周知相談対応 

男性職員が出産前後の配偶者を支援できるよう、子育て支援ハンドブック等を活用し、

個別に相談等、周知対応を図ります。 



男性職員の出産支援休暇・育児参加休暇の取得状況（平成３０年度） 

男性取得可能者数 (人) １２ 

男性休暇取得者数 (人) １１ 

4 日以下取得者数 (人) ５ 

5 日以上取得者数 (人) ６ 

5 日以上取得者割合 ５０．０％ 

 

 （５）育児休業を取得しやすい環境整備 

        ○育児休業を取得しやすい職場環境づくり 

所属長は、育児休業の申請を受けたとき、職場内の業務の分担を見直すとともに、職

員の補充についての対応策を検討するなどして、すみやかに育児休業による人員減に

対応するように努めます。また、変則勤務を行っている職場については、勤務時間の 

割り振りに配慮します。 

        ○男性職員の育児休業の取得を推進 

 所属長は、育児休業の取得を前提に、取得中の業務運営の確保等職場環境の整備を

図り、対象職員への取得推奨に努めます。 

○育児休業期間中の対応と職場復帰の支援 

育児休業中は、職場の情報が途絶えることになり、復帰に際しての障害となる可能性

があります。スムーズな職場復帰ができるよう職員との面談等連絡を取り合い、職場や

業務の状況について定期的に情報提供を行います。また、育児休業者が休業期間中で

も気軽に職場を訪問できる雰囲気の醸成に努めます。 

  

育児休業の取得状況（平成３０年度） 

 新規取得者／ 

新規取得対象者 

取得率(%) 29 年度取得

率(%) 

28 年度取得

率(%) 

男性職員 １／１２ ８．３％ １２．５％ ０．０％ 

女性職員 １４／１４ １００％ １００％ １００％ 

 

（６）子育てしやすい職場環境づくり 

   ○時間外勤務の上限設定の導入 

    恒常的な残業を前提とした働き方は、男女ともに家事・育児等の家庭生活やボランティ 

ア等の地域生活への参画、また、余暇における健康づくり・能力開発・趣味を楽しむこと 

などによる豊かな生活の実現を困難にするものであり、改善に向けた取組が必要であ 

る。 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う人事院規則

の改正を踏まえ、国及び東京都に準じた時間外勤務の上限を導入します。 

 



 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

一人当たり年間平均時間外勤務時間数 ２０４．３ ２００．３ １５４．１ 

 

○ノー残業デーの定時退庁の励行 

所属長は、やむを得ない場合を除き、ノー残業デー（例月１５日、毎週水曜日・給料日・

ボーナス支給日）には積極的に退庁するよう職員に対して促します。 

○時間外勤務縮減キャンペーン 

キャンペーン期間を通じ、超過勤務の縮減を職員に向けて周知します。 

 

（７） 年次休暇等の取得促進 

所属長は、職員が抵抗を感じることなく年次休暇を取得できるよう、職場の雰囲気を醸

成することに努めます。また、個々の職員の年次休暇等取得状況を把握し、取得日数の

少ない職員については取得を促します。 

 

○年次休暇等の取得促進のための環境整備 

子育てに関連した年次休暇取得の申し出をした場合は、積極的に取得させるよう努め

ます。年次休暇等の取得促進を図るため、年次休暇の計画表を作成して、必要な時に気

兼ねなく年次休暇を取得できるようにします。 

   ○連続休暇の取得の促進 

ゴールデンウィーク期間や夏季休暇期間の前後、金曜日・月曜日と休日を組み合わせ

た年次休暇の取得などにより、連続休暇の取得促進を図ります。 

    

 ○子どもの看護休暇の取得の促進 

      子ども(中学校就学前)の病気等の際には特別休暇(年間 5 日以内)や年次休暇を活用

して休暇を取得しやすい職場の環境づくりに努めます。 

 

年次有給休暇取得状況（平成２８年度～３０年度、実績） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

平均取得日数 １２．７日 １３．６日 １４．４日 

前年度比  ＋０．９日 ＋０．８日 

 

（８）仕事と生活の両立、固定的な性別役割分担意識等の是正 

    ○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての意識啓発 

            仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について学ぶ研修を開催し、職員の意識

啓発に努めます。 

    ○固定的な性別役割分担意識等の是正 

            性別役割分担意識等を是正するための情報を提供し、意識啓発に努めます。また、女



性職員の昇任・昇格に対する本人および周囲の意識の高揚を図るとともに、育児に関わ

る女性職員が積極的に昇任・昇格への意欲を持てるように、職場環境の整備や個人の

意識啓発に努めます。 

 

（９）人事評価への反映 

     仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づくりに

向けて採られた管理職員等の取り組み状況については、人事評価において適切に評価

を行います。 

 

（10）子どもを交通事故や犯罪から守る活動 

     ○交通安全に関する研修の実施 

全職員に対し、庁内通知による交通事故防止のための呼びかけをします。また、自動

車を運転する職員を対象に交通安全講習会を開催するなど、安全運転に関する研修を

実施します。 

  ○防犯活動の推進 

公用車への防犯ステッカーの装着を推進します。また、職員の防犯に関する意識啓発

に努めるとともに、東久留米市安全・安心まちづくり条例の実践に積極的に協力します。 

 

（１１）女性職員の活躍を推進する環境整備 

        ○女性職員の採用割合向上のための取組み 

前回改定時の目標として 40%以上を目指した女性職員の採用割合については、平成

30年度において行動計画の目標を達成しました。従って新たに目標は掲げませんが、引

き続き女性が活躍できる職場であることを PR するとともに、大学などへの募集要項等の

送付等、周知に努めます。 

 

女性職員の採用割合 

職員採用数 総採用数 男性 女性 女性割合(%) 

平成２８年度 ３１人 １９人 １２人 ３８．７％ 

平成２９年度 １７人 １２人 ５人 ２９．４％ 

平成３０年度 ２１人 ９人 １２人 ５７．１％ 

 

○女性管理職の割合を増やすための取組み 

職員の昇格への意欲向上を促し、職員の能力開発に資するよう、昇格資格試験説明

会等においてそのメリット等を周知するなど、昇格選考制度を活性化し、受験者数の増

加に向けた工夫に努めていきます。あわせて、女性職員の受験者の増加に向けて、研

修実施や職場環境の整備における取組をともに進めていきます。 

  



各役職段階の職員の女性割合（平成３１年４月１日現在） 

 総数（人） 男性（人） 女性（人） 女性割合(%) 

部長職 １０ １０ ０ ０％ 

課長職 ３６ ３１ ５ １３．９％ 

課長補佐職 １１ ７ ４ ３６．４％ 

係長職 ９１ ７０ ２１ ２３．１％ 

主任級 ２３１ ８８ １４３ ６１．９％ 

係員(主事級) ２１２ ９４ １１８ ５５．７％ 

計 ５９１ ３００ ２９１ ４９．２％ 

 

管理職に占める女性職員の割合 

 管理職数 男性 女性 女性割合(%) 

平成２９年 4 月 ４７人 ４２人 ５人 １０．６％ 

平成３０年 4 月 ４６人 ４１人 ５人 １０．８％ 

平成３１年 4 月 ４６人 ４１人 ５人 １０．８％ 

  

○ハラスメント対策の強化 

  男女が共に家事・育児等の家庭生活における責任を果たしながら職場においても貢献

していくことができる社会の実現に向けて、男性の意識改革を進めることが重要となりま

す。職場におけるセクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

への対応に引き続き取組みます。 

また、改正女性活躍推進法に基づき、職場におけるパワーハラスメントの内容および

事業主が雇用管理上講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るために必要な事項

を定めたパワーハラスメント指針(令和 2 年厚生労働省告示第 5 号)の制定を受け、パワ

ーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントを防止するために雇用管理上講ずべき措

置を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


